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１．動物用医薬品販売業の許可の種類
一般販売業と薬種商販売業は統合され、 となります。また、一般販売業の一形態であった卸売一般店舗販売業

販売業は、卸売販売業として新設され、配置販売業はそのまま残ります。なお、特例販売業は、その流通実態等を
踏まえ、店舗販売業の特例として従来の特例販売業に相当する店舗販売業が とし動物用医薬品特例店舗販売業
て残ります。

現行制度 改 正 後

店 舗 販 売 業 者一 般 販 売 業 者 →
卸 売 一 般 販 売 業 者

卸 売 販 売 業 者→
薬 種 商 販 売 業 者

配 置 販 売 業 者配 置 販 売 業 者 →

特 例 店 舗 販 売 業 者特 例 販 売 業 者 →

２．販売品目及び販売資格
各販売業者が販売することのできる動物用医薬品及び必要な資格等は下表のとおりとなります。

販売業の種類 販 売 資 格 販売可能な動物用医薬品

店 舗 販 売 業 薬剤師 薬剤師は全ての医薬品

又は登録販売者 登録販売者は指定医薬品以外の医薬品

特例店舗販売業 薬事法上の定めなし 店舗ごとに知事が許可した医薬品

卸 売 販 売 業 薬剤師 薬剤師は全ての医薬品

又は登録販売者 登録販売者は指定医薬品以外の医薬品

配 置 販 売 業 薬剤師 防虫剤等の農林水産大臣が指定する医薬品

又は登録販売者

注：登録販売業者とは、販売等に従事するために必要な資質を有する者として県知事の登録を受けた者のこと

３．新たに追加された措置
ア．販売等に関する情報提供、相談応需

動物用医薬品を販売・授与する場合には、これに従事する薬剤師又は登録販売者は適正使用のために必要
な情報提供に努めることが必要になるほか、購入者等から相談があった場合の情報提供が義務づけられます。
イ．医薬品の陳列等

医薬品は、医薬品以外のものと区別して陳列しなければならないことが明記され、指定医薬品は指定医薬品
。以外の医薬品と区別して陳列することが義務づけられます

ウ．店舗管理者の指定
店舗販売業の店舗管理者は、指定医薬品を取り扱う店舗においては薬剤師であること。また、指定医薬品以

外の医薬品を取り扱う店舗においては薬剤師、又は登録販売者であることが定められます。なお、店舗管理者
による店舗の管理は、平成２１年６月１日から一般（薬種商）販売業者にも適用されるため、薬種商の方は、平成
２１年５月３１日までに販売従事登録を行う必要があります。
エ．店舗における掲示

店舗販売業者は、以下の事項を見やすい場所に掲示する必要があります。ただし、特例店舗販売業者は③、
④の事項については掲示する必要はありません。

①店舗許可の区分の別
②店舗開設者の氏名又は名称
③店舗管理者の氏名
④当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名
⑤取り扱う医薬品の区分
⑥相談時の対応方法に関する解説
⑦営業時間及び営業時間外に相談対応することができる時間及び連絡先



オ．店舗販売業の業務を行う体制
店舗販売業の許可基準として、以下の事項が農林水産省令で定められました。

①指定医薬品を販売・授与する店舗では、指定医薬品を販売・授与する営業
時間内は薬剤師が常時勤務すること

②指定医薬品以外の医薬品を販売・授与する店舗では、当該医薬品を販売
する営業時間内は薬剤師又は登録販売者が常時勤務すること

③医薬品の販売・授与に関する適正な管理を確保するための を策定し、指針
従業員に対する の実施その他必要な措置が講じられていること研修

上述の 及び の内容は、次の事項を含むように定められています。指針 研修

・従業員から店舗販売業者への事故報告体制の整備
・医薬品適正管理業務手順書の作成とこれに基づく業務の実施
・医薬品の適正管理に必要な情報収集や改善方策の実施

４．経過措置の概略
ア．一般販売業及び薬種商販売業関係

既に許可を取得している一般販売業者及び薬種商販売業者は、平成２４年５月３１日までは現在の許可で営
業を営むことは認められ、移行期間中の更新もできます。ただし、平成２１年６月１日から、「薬剤師又は登録販
売業者による医薬品の販売」、「医薬品の販売等に関する情報提供・相談応需」、「医薬品の陳列等」及び「店舗
管理者の指定」の規定が新たに課せられます。

改正法施行（ ） 経過措置終了（ ）H21.6.1 H24.5.31
↓新規

一般（薬種商）販売業 店舗販売業新制度への移行

期間中に許可更

↓ ↓新を迎える場合 更新 新規

一般（薬種商）販売業 店舗販売業

↓ ↓更新 新規

一般（薬種商）販売業 店舗販売業移行期間中に許可

更新を迎えない場合 ※許可期間中に前倒しして店舗販売

業の許可を受けることも可能

移行期間（３年間）

イ．特例販売業及び卸売一般販売業関係
既に許可を取得している特例販売業者は、平成２１年６月１日以降、特例店舗販売業者とみなされ、みなし許

可の有効期限は現行の特例販売業の許可の残存期限となります。また、卸売一般販売業者についても、平成
２１年６月１日以降は卸売販売業者とみなされ、みなし許可の有効期限は現行の卸売一般販売業の許可の残存
期限となります。なお、みなし卸売販売業者では、経過措置終了までの間は指針の策定や従業員研修の実施等
の医薬品の適正管理の確保に関する規定は適用されません。

改正法施行（ ） 経過措置終了（ ）H21.6.1 H24.5.31

↓ ↓移行（みなし許可） 更新

特例販売業 特例店舗販売業

↓ ↓移行（みなし許可） 更新

卸売一般販売業 卸売販売業

※旧法の許可証は改正法の許可証と

みなされ、更新時に新様式に基づく

移行期間（３年間） 許可証発行となります
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